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株主各位

証券コード　1718
2 0 2 5 年 ３ 月 ６ 日

株 主 各 位
兵 庫 県 姫 路 市 北 条 ９ ５ １ 番 地 １
美 樹 工 業 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 岡 田 尚 一 郎

【当社ウェブサイト】　https://www.mikikogyo.co.jp

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第63期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第63期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに「第63期定時株主総会
招集ご通知」として掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くだ
さいますようお願い申しあげます。

（上記のウェブサイトにアクセスのうえ、「投資家の方へ」「IR情報」「株主総会」を順に選択し
て、ご確認ください。）

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】　https://d.sokai.jp/1718/teiji/

（上記の東証ウェブサイトにアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「美樹工業」又は「コー
ド」に当社証券コード「1718」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選
択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述のご案内に従い、
2025年３月24日（月曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。

敬　具
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株主各位

１．日 時 2025年３月25日（火曜日）午前10時
２．場 所 兵庫県姫路市南駅前町100番

ホテル日航姫路　３階　光琳の間
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第63期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第63期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役6名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

     

株主総会にご出席の株主様へのお礼の品（お土産）の配付はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

記

４．招集にあたっての決定事項
１. 議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったもの

としてお取り扱いいたします。
２. インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネットに

よる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数
回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとしてお取り扱いいたしま
す。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。

◎電子提供措置事項を修正する必要が生じた場合は、前記のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

－ 2 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2025/02/19 16:51:56 / 24165908_美樹工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年３月25日（火曜日）
午前10時

2025年３月24日（月曜日）
午後５時30分入力完了分まで

2025年３月24日（月曜日）
午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・３・４号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

－ 3 －
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワー
ド」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パ
スワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）

－ 4 －
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事業の経過及びその成果、設備投資等の状況、資金調達の状況

( 2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで )
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、物価上昇が続く中、雇用・所得環境の改善やインバ
ウンド需要の回復など緩やかな回復基調が続いております。一方で、原材料や資源・エネルギ
ー価格の高騰や米国をはじめとする世界情勢の動向、円安や物価上昇等による国内景気への影
響等、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

建設業界におきましては、建設投資は引き続き堅調に推移しておりますが、資材価格や慢性
的な労務費の高騰に伴う建設コストの上昇による収益性の低下が懸念材料であります。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、地盤である兵庫県及び大阪府を中心
に事業活動の強化に努め、Ｍ＆Ａにより大阪府下の設計事務所及び兵庫県下の工務店を取得し
ました。

当社グループの業績につきましては、１棟売を目的とした収益マンションの売却が行われた
ものの、大型物件工事の着工時期の遅れなどから、連結売上高は前年同期比15.3％減の
27,292百万円となりました。

利益につきましては、従業員の給与見直しに伴う人件費の上昇や、設計事務所及び工務店の
取得に伴うＭ＆Ａ仲介手数料等により販売費及び一般管理費が増加し、連結営業利益は前年同
期比13.8％減の1,134百万円、連結経常利益は前年同期比13.2％減の1,155百万円、税金等
調整前当期純利益は前年同期比14.2％減の1,154百万円となり、法人税等合計406百万円、非
支配株主に帰属する当期純利益90百万円を加減した結果、親会社株主に帰属する当期純利益
は前年同期比21.6％減の658百万円となりました。

－ 5 －
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事業の経過及びその成果、設備投資等の状況、資金調達の状況

（単位：百万円）

セグメント

第 62 期
2023年 1 月 1 日から
2023年12月31日まで

第 63 期
2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで 前年同期比

売上高 構成比 売上高 構成比
建 設 20,288 63.0％ 15,293 56.0％ △24.6％
住 宅 11,691 36.3％ 11,755 43.1％ 0.5％
そ の 他 223 0.7％ 243 0.9％ 8.9％
合 計 32,203 100.0％ 27,292 100.0％ △15.3％

　事業別の売上高は次のとおりであります。

　当連結会計年度の期首より、事業を効率的に運営するために当社の組織体制を変更したことに
伴い、事業セグメント区分について、従来、報告セグメントとして記載しておりました「設備事
業」を「建設事業」に含めることとしております。また、「不動産賃貸事業」に関しましては、
業績の評価単位を「建設事業」及び「住宅事業」に付随するものとして、それぞれの事業に含め
ることとしております。従来「その他」に含まれていた一部の事業につきましても、「建設事
業」及び「住宅事業」に含めることとしております。これに伴い、報告セグメントを従来の「建
設事業」「設備事業」「住宅事業」「不動産賃貸事業」の４区分から、「建設事業」「住宅事
業」の２区分に変更しております。
　なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成して
おります。

＜建設事業＞
建設事業セグメントに関しましては、当社において、１棟売を目的とした収益マンションの売

却が行われたものの、大型物件工事の着工時期の遅れなどから、売上高は前年同期比24.6％減
の15,293百万円、営業利益は前年同期比20.0％減の820百万円となりました。

＜住宅事業＞
住宅事業セグメントに関しましては、引渡棟数は減少したものの、販売価格の上昇による影響

やリフォーム件数の増加により、売上高は前年同期比0.5％増の11,755百万円となりました。利
益につきましては、木造住宅の主要材料である木材等の急激な高騰による影響は多少低減された
ため、営業利益は前年同期比9.7％増の310百万円となりました。

－ 6 －
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事業の経過及びその成果、設備投資等の状況、資金調達の状況

(発注者) (工事名称)
近 畿 地 方 整 備 局 加古川神吉中津線Ａ１橋台工事
兵 庫 県 県営明石大久保南住宅第2期衛生設備工事
加 古 川 市 両荘地区義務教育学校新築外工事
ダ イ ビ ル ㈱ ダイビル本社オフィス リニューアル工事
阪 神 内 燃 機 工 業 ㈱ 阪神内燃機工業株式会社播磨工場　高度研究棟建設工事
㈱ プ レ ジ オ プレジオ松屋町新築マンション計画

＜その他事業＞
その他事業セグメントに関しましては、売上高は前年同期比8.9％増の243百万円となりまし

た。利益につきましては、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行し飲食による利益が増
加したことから、営業利益は前年同期比67.8％増の13百万円となりました。

　主な完成工事は次のとおりであります。

(2) 設備投資等の状況
　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は233百万円（のれんを除く。）であり、セグメ
ント別では、建設事業において42百万円、住宅事業において188百万円、その他事業におい
て2百万円であります。
　その主なものは、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社における住宅展示場の建設
に伴う設備投資であります。

(3) 資金調達の状況
　当連結会計年度中に、当社において所要資金として、金融機関より3,000百万円（株式会社
三菱ＵＦＪ銀行より1,200百万円、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社り
そな銀行より各600百万円）の調達を行いました。
　また、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において、販売用不動産の取得資金と
して、株式会社三菱ＵＦＪ銀行より長期借入金として97百万円の調達を行いました。

－ 7 －



2025/02/19 16:51:56 / 24165908_美樹工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

重要な組織再編等の状況、対処すべき課題

(4) 重要な組織再編等の状況
当社は2024年8月29日付で、株式会社ヒョウ工務店の全株式を取得し、同社を連結子会社

といたしました。

(5) 対処すべき課題
当社グループは成長戦略の観点から、収益力の向上、人材の確保と育成、企業価値の向上及

び財務体質の強化を重要な課題と考えております。
その基本的な施策は以下のとおりであります。

①　収益力の向上
・原価率の低減

公共工事の削減等により激化する受注競争において、原価率の低減は当社にとっての重
要課題であるものと認識し、各事業毎に原価率の目標を設定し、毎月の経営会議において
分析を行っております。

・経営の合理化
事業統合等による徹底した合理化・経費削減に取り組み、経営効率化を推進することに

より、収益性・効率性が高い事業基盤を構築してまいります。
②　人材の確保と育成

事業の安定化及び拡大を図るためには、優秀な人材を継続的に確保し、育成することが重
要であると認識しております。業務に関する専門的スキルと全体を統括するマネジメント力
を兼ね備えた人材を確保するため、教育研修・人材育成の充実に取り組んでまいります。

③　企業価値の向上
・環境保護

環境保護に関しましては、さまざまな事業分野や日常業務において環境保護のための業
務の遂行に、更に取り組みます。

・顧客満足度の向上
個々の技術力向上などにより工事品質を更に高め、顧客のニーズに応えることにより、

顧客満足度の向上を図ります。
④　財務体質の改善

安定した収益の確保を図るとともに、販売用不動産の早期売却などにより有利子負債の削
減を着実に行い、自己資本の充実を図ります。

株主の皆様におかれましては今後とも一層のご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。

－ 8 －
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財産及び損益の状況の推移

区 分 第 60 期
(2021年12月期)

第 61 期
(2022年12月期)

第 62 期
(2023年12月期)

第 63 期
(当連結会計年度)
(2024年12月期)

受 注 高 (千円) 26,018,028 24,495,236 34,625,576 22,342,274

売 上 高 (千円) 26,370,060 30,758,899 32,203,391 27,292,198

経 常 利 益 (千円) 1,323,844 1,181,040 1,330,695 1,155,032

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (千円) 731,365 734,690 839,527 658,231

１株当たり当期純利益 (円) 669.02 672.07 767.98 602.24

総 資 産 (千円) 30,561,859 30,998,703 30,118,560 32,571,464

純 資 産 (千円) 15,885,521 16,612,269 17,397,618 17,887,754

区 分 第 60 期
(2021年12月期)

第 61 期
(2022年12月期)

第 62 期
(2023年12月期)

第 63 期
(当事業年度)

(2024年12月期)
売 上 高 (千円) 13,685,276 18,041,465 19,762,988 14,482,752

経 常 利 益 (千円) 785,345 777,618 1,034,148 821,579

当 期 純 利 益 (千円) 523,463 586,707 718,465 553,507

１株当たり当期純利益 (円) 478.84 536.70 657.24 506.42

総 資 産 (千円) 20,232,441 20,601,436 19,777,437 21,356,712

純 資 産 (千円) 11,058,294 11,527,219 12,121,288 12,451,055

(6) 財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第61期の期首から適用
しており、第61期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっておりま
す。

②　当社の財産及び損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第61期の期首から適用
しており、第61期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっておりま
す。

－ 9 －
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

セ キ ス イ ハ イ ム 山 陽 株 式 会 社 100,000千円 56.7％ ユニット住宅建築・販売
ユニット住宅リフォーム

株 式 会 社 リ ブ ラ イ フ 80,000千円 100.0％
(70.0％)

戸 建 住 宅 ・ 宅 地 分 譲
不動産物件の賃貸・管理

三樹エンジニアリング株式会社 20,000千円 100.0％ ガ ス 機 器 販 売 ・ 施 工

株 式 会 社 ヒ ョ ウ 工 務 店 60,000千円 100.0％ 建 築 工 事

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ハ イ デ ッ キ 株 式 会 社 16,500千円 29.6％ 鋼 板 加 工 等

(7) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）１. 2024年8月29日に株式会社ヒョウ工務店の全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
２. 当社の議決権比率の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
３. 2024年１月５日付で株式会社エスデイ設計室及び株式会社ライフデザイン研究所の全株式を取得し、

当連結会計年度の期首より当社グループの子会社としておりましたが、株式会社ライフデザイン研究
所は、2024年12月20日を効力発生日として、株式会社エスデイ設計室を存続会社とする吸収合併を
行いました。株式会社エスデイ設計室は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を
及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

③　重要な関連会社の状況

－ 10 －
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主要な事業内容、主要な営業所、従業員の状況

(8) 主要な事業内容（2024年12月31日現在）
　当社グループは、建設事業（建築・土木・設備）及び住宅事業を主な事業とし、さらに各事
業に関連する事業活動を展開しております。
　主な事業会社である当社は、建設業法により特定建設業者 「（特－４）第13346号」とし
て国土交通大臣の許可を受け、建築・土木・設備ならびにこれらに関連する事業を行っており
ます。

本 店 兵庫県姫路市
神 戸 支 店 兵庫県神戸市中央区
大 阪 支 店 大阪府大阪市中央区
東 京 支 店 東京都品川区西五反田
北 播 磨 営 業 所 兵庫県小野市

セキスイハイム山陽株式会社 兵庫県姫路市
株式会社リブライフ 兵庫県姫路市
三樹エンジニアリング株式会社 兵庫県神戸市兵庫区
株 式 会 社 ヒ ョ ウ 工 務 店 兵庫県神戸市北区

(9) 主要な営業所（2024年12月31日現在）
①　当社

②　子会社

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

571名 34名増

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

281名 16名増 42.3歳 12.7年

(10) 従業員の状況（2024年12月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

②　当社の従業員の状況

－ 11 －
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主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,892,007千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 814,122千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 700,000千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 675,000千円

兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 450,000千円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 300,000千円

株 式 会 社 中 国 銀 行 283,340千円

株 式 会 社 み な と 銀 行 265,020千円

株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 133,340千円

株 式 会 社 ト マ ト 銀 行 120,000千円

姫 路 信 用 金 庫 95,040千円

株 式 会 社 京 都 銀 行 50,000千円

株 式 会 社 滋 賀 銀 行 30,000千円

(11) 主要な借入先（2024年12月31日現在）

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　記載すべき事項はありません。

－ 12 －
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

(1) 発行可能株式総数 4,000,000株
(2) 発行済株式の総数 1,153,263株
(3) 株主数 1,856名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

三 木 佳 美 167千株 15.3％

三 木 博 也 151千株 13.9％

有 限 会 社 フ レ ン ド 商 会 70千株 6.5％

内 藤 征 吾 34千株 3.1％

N O R T H E R N  T R U S T  G L O B A L
SERV ICES  SE .  LUXEMBOURG RE
CLIENTS NON-TREATY ACCOUNT

27千株 2.5％

平 野 勝 也 26千株 2.5％

福 本 久 幸 24千株 2.2％

中 田 純 夫 24千株 2.2％

美 樹 工 業 社 員 持 株 会 23千株 2.2％

三 木 立 子 22千株 2.0％

２．会社の株式に関する事項（2024年12月31日現在）

(4) 大株主（上位10名）

（注）当社は、自己株式60,302株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は
自己株式を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 社 長
( 代 表 取 締 役 ) 岡 　 田 　 尚 一 郎 セ キ ス イ ハ イ ム 山 陽 ㈱ 取 締 役

常 務 取 締 役 魚 澤 誠 治

管 理 本 部 長
セ キ ス イ ハ イ ム 山 陽 ㈱ 監 査 役
三 樹 エ ン ジ ニ ア リ ン グ ㈱ 監 査 役
ハ イ デ ッ キ ㈱ 取 締 役
㈱ エ ス デ イ 設 計 室 監 査 役

常 務 取 締 役 山 下 直 彦
建 設 事 業 本 部 長
㈱ ヒ ョ ウ 工 務 店 取 締 役
㈱ エ ス デ イ 設 計 室 取 締 役

取 締 役 瀬 川 典 弘 ガ ス 事 業 本 部 長
㈱ リ ブ ラ イ フ 取 締 役

取 締 役 岡 　 　 　 成 　 一

取 締 役 園 　 田 　 　 　 学

取 締 役 寺 　 本 　 真 裕 美 寺 本 社 会 保 険 労 務 士 事 務 所 代 表

常 勤 監 査 役 三 木 立 子

監 査 役 和 　 泉 　 　 　 洋 和 泉 洋 税 理 士 事 務 所 代 表

監 査 役 山 本 雅 春 公 認 会 計 士 山 本 雅 春 事 務 所 代 表

４．会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等（2024年12月31日現在）

（注）１. 取締役 岡成一、園田学及び寺本真裕美の各氏は、社外取締役であります。
なお、３氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規
程第436条の２に基づき独立役員として届け出ております。

２. 監査役 和泉洋及び山本雅春の両氏は、社外監査役であります。
なお、両氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規
程第436条の２に基づき独立役員として届け出ております。

３. 監査役 和泉洋及び山本雅春の両氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し
ております。
・監査役 和泉洋氏は、税理士の資格を有しております。
・監査役 山本雅春氏は、公認会計士の資格を有しております。

－ 14 －
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会社役員に関する事項

(2) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(3) 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役及び監査役（当事業年度中に在任
していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任
保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該
責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険
会社が塡補するものであり、１年ごとに契約更新しております。次回更新時には同内容での更新
を予定しております。

(5) 取締役及び監査役の報酬等
①役員報酬等の内容の決定に関する方針

　当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る
決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容につ
いて指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決
定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委
員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断
しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ．固定報酬

職責の大きさに応じた役位ごとの、固定月額金銭報酬とします。
ロ．業績連動賞与

短期のインセンティブ報酬として、総額を当期純利益（個別）の３％を目安とし、事業年
度ごとの会社業績や個人評価等に基づき業績連動の金銭報酬を定時株主総会終了後に一括
で支給します。業績連動賞与の報酬総額に対する構成比率は、概ね25％を目安に決定し
ます。

ハ．退職慰労金
役員退職慰労金規程に基づき、役員退任時の定時株主総会終了後に一括で支給します。
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会社役員に関する事項

区　　分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）固定報酬 業績連動賞与 退職慰労金

取 　 締 　 役
（うち社外取締役）

130,360
（7,400）

102,960
（6,000）

13,400
（1,400）

14,000
（－）

7
（3）

監 　 査 　 役
（うち社外監査役）

16,490
（5,600）

14,400
（4,800）

1,600
（800）

490
（－）

3
（2）

合 　 　 　 計
（うち社外役員）

146,850
（13,000）

117,360
（10,800）

15,000
（2,200）

14,490
（－）

10
（5）

株主総会の決議の日 2003年3月28日
当該定めの内容の概要 年額200,000千円以内

（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）
当該定めに係る員数 ７名

株主総会の決議の日 2019年3月27日
当該定めの内容の概要 年額25,000千円以内
当該定めに係る員数 ３名

②当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 株主総会の決議による取締役及び監査役の報酬等の定め
（取締役）

（監査役）

３. 取締役会は、代表取締役社長岡田尚一郎氏に対し、各取締役の固定報酬の額及び業績連動賞与の配分
の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門
について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された
内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性について確認しております。

(6) 社外役員に関する事項

①重要な兼職先と当社との関係
・取締役寺本真裕美氏は、寺本社会保険労務士事務所代表であります。当社と兼職先との

間には特別の関係はありません。
・監査役和泉洋氏は、和泉洋税理士事務所代表であります。当社と兼職先との間には特別

の関係はありません。
・監査役山本雅春氏は、公認会計士山本雅春事務所代表であります。当社と兼職先との間

には特別の関係はありません。
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会社役員に関する事項

取締役会（13回開催） 監査役会（11回開催）
出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取締役　岡 　 成 一 13回 100％ －回 －％

取締役　園 田 　 学 13回 100％ －回 －％

取締役　寺本　真裕美 13回 100％ －回 －％

監査役　和 泉 　 洋 13回 100％ 11回 100％

監査役　山本　雅春 13回 100％ 11回 100％

②当事業年度における主な活動状況
イ．取締役会及び監査役会への出席状況

ロ．取締役会及び監査役会における発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行っ
た職務の概要

・社外取締役岡成一氏は、取締役会に出席し、経営者としての経験に基づき必要な発言を
行い、取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための助言や提言を行っており
ます。また、同様の観点で指名・報酬諮問委員会の委員として役員の人事・報酬の審議
に携わり、助言、提言を行うなど、社外取締役に期待される役割を果たしております。

・社外取締役園田学氏は、取締役会に出席し、経営者及び監査役としての経験に基づき必
要な発言を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための助言や提言を
行っております。また、同様の観点で指名・報酬諮問委員会の委員として役員の人事・
報酬の審議に携わり、助言、提言を行うなど、社外取締役に期待される役割を果たして
おります。

・社外取締役寺本真裕美氏は、取締役会に出席し、経営者及び不動産関連事業に携わられ
た経験に基づき必要な発言を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するた
めの助言や提言を行っております。また、同様の観点で指名・報酬諮問委員会の委員と
して役員の人事・報酬の審議に携わり、助言、提言を行うなど、社外取締役に期待され
る役割を果たしております。

・各社外監査役は取締役会に出席し、監査役和泉洋氏は税理士としての、監査役山本雅春
氏は公認会計士としての、専門的・独立的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思
決定の妥当性・適法性を確保するための助言や提言を行っております。また、監査役会
に出席し、監査の方法その他の監査役の業務の執行に関する事項について、意見の表明
を行っております。
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会計監査人の状況

報酬等の額

１．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 29,000千円

(2) 公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額 －千円

２．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,000千円

５．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

仰星監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法
第399条第１項の同意を行っております。

(4) 非監査業務の内容
　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務（非監査
業務）を委託しておりません。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会議案の内容を決定し、取締役会は当該決議
に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選
定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と
解任の理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針

６．業務の適正を確保するための体制
当社は、「業務の適正を確保するために必要な体制（内部統制システム)に関する基本方針」を

次のとおり定めております。
(1) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
ⅰ 当社及び子会社の取締役及び使用人は、業務の執行に当たり、関係法令及び社内規程等を

遵守し、公正で健全な事業活動を行います。
ⅱ 上記を徹底するため、「美樹工業グループ行動規範」を当社及び子会社の取締役及び使用

人に周知し、同規範に基づき、法令の遵守と公正な事業運営に万全を期します。
ⅲ 内部監査を行う内部監査室は、毎年、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、監査役と

の緊密な連携を保ちつつ、社内各部門の法令及び社内規程等の遵守状況を含む監査を実施
し、その結果を代表取締役に報告するとともに、改善を要する事項等がある場合には当該
部門に指示します。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ 経営の意思決定及び業務の執行に係る議事録等の文書その他の情報については、法令及び

社内規程等に従い適切に作成、保存及び管理（廃棄を含む）を行います。
ⅱ 上記に当たっては、営業情報（販売情報等）の管理、重要な内部情報の管理（適時開示を

含む）及び個人情報の保護に万全の注意を払います。
③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ 当社及び子会社の取締役及び執行役員は、リスク管理のための体制や施策等を整備する権
限と責任を有し、管理部門担当役員は当社のリスク管理に対する取り組みを横断的に推進
します。

ⅱ 「リスク管理規程」を制定し、当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底すること
で、リスクの発生防止に努めるとともに、重大なリスクが発生した場合は、当該管理規程
に基づき対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行います。

ⅲ 事業計画の策定や設備投資計画の立案に当たっては、事業運営や投資に伴うリスクを適切
に把握し、それに対する対応策を課題として織り込むように努めます。
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業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、当社の経営方針

及び経営戦略に関わる重要事項については、別途経営会議において議論を行い、その審議
を経て取締役会決議により執行決定を行います。また、取締役会の諮問機関として、過半
数が社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置し、取締役の指名・報酬等
に係る公平性・透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っ
ております。

ⅱ 取締役会は、当社及び当社グループに関する特に重要な事項の意思決定を行うほか、経営
方針、戦略、計画の審議・決定を行います。
執行役員は、取締役会から職務の委嘱を受け、権限委譲された範囲の職務の執行に関し責
任を負います。

ⅲ 取締役及び執行役員の職務分担を明確にし、業務分掌や職務権限に係る社内規程を設け、
役割分担や指揮命令関係などを通じて業務の効率的な遂行を図ります。

ⅳ 係る体制の下、会社の現状と事業環境に即応した機動的な意思決定と業務執行を行います。
⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ 当社グループの事業遂行内容については、当社担当部門が窓口となり定期的な報告を受け、
また重要案件については当社と事前協議を行い意思の疎通を図るよう努めております。

ⅱ 内部監査室は、当社グループが法令及び社内規程等に違反していないか確認するために定
期的に監査を行っております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
監査役がその職務を補助すべき専任の使用人（単なる事務処理を行う者ではなく、監査業
務を実際に遂行する者をいう。以下同じ）を要請した場合、監査役と協議の上、使用人を
設置する等、しかるべき対応を行います。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項
ⅰ 監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人は業務を遂行するにあたり、取

締役からの指揮命令を受けないものとします。
ⅱ 当該使用人の人事・異動については、事前に監査役の承認を得るものとします。

⑧ 取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告するための体制
ⅰ 取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報

告又は情報の提供を行うものとします。
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業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針

ⅱ 取締役及び使用人は、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事実がある
ことを発見した時は、直ちに当該事実を監査役会又は監査役に報告するものとします。

ⅲ 取締役が監査役会又は監査役に報告すべき事項を両者の協議により定めております。
⑨ 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役会又は監査

役に報告するための体制
ⅰ 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役会の定

めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告又は情報の提供を行うものとしま
す。

ⅱ 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社及び当社
グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事実があることを発見した時は、直ちに当該事
実を監査役会又は監査役に報告するものとします。

ⅲ 子会社の取締役が監査役会又は監査役に報告すべき事項を両者の協議により定めておりま
す。

⑩ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確
保するための体制
監査役に報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うこと
を禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底しております。

⑪ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求にかかる費用又は
債務が当該監査役の職務の執行に関係ないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又
は債務を処理するものとします。

⑫ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 監査役は各種の重要会議へ出席し、関係会社を含む関係部署の調査、重要案件の決裁書の

確認などにより、その権限が支障なく行使できる社内体制を当社グループ全体に確立して
おります。

ⅱ 監査役会では、社外監査役を含め、相互の情報提供や意見交換を十分に行います。また、
代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状
況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うこと
により、代表取締役との相互認識を深めております。
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業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
上記業務の適正を確保するための体制については、内部統制システムの整備及び運用状況に

ついて継続的に調査を実施しており、取締役会にその内容を報告しております。また、調査の
結果判明した問題点につきましては、是正措置を行い、より適切な内部統制システムの構築・
運用に努めております。

(3) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「美樹工業グループ行動規範」を定め、反社会的勢力と関係遮断を宣言するととも

に、社内研修を通じて社員に啓蒙活動を行っております。また、総務部が対応窓口となり、警
察や弁護士等の外部専門機関からの情報を活用し、反社会的勢力との取引等の未然防止に努め
ております。

７．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、剰余金の配当に関しまして、株主還元を経営上の重要課題の一つと考え、連結配当性
向30％以上を基準に、安定的な配当の実施及び将来の事業拡大のための内部留保などを勘案し
て決定することを基本方針としております。
　また、内部留保につきましては、積極的な投資と事業基盤の拡充を通じて企業価値の持続的向
上を図り、その成果を株主の皆様へ還元できるよう努めます。
　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、これらの剰
余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。内部留保資金
につきましては、業界環境の厳しい中、財務体質の強化に加え、業績向上及び将来の成長に不可
欠な、設備投資、投融資等の資金需要に備える所存であります。
　なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うこ
とができる」旨を定款に定めております。

　（注）　事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表

（2024年12月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 預 金
受取手形・完成工事未収入金等
棚 卸 資 産
預 け 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 ・ 構 築 物
機 械 ・ 運 搬 具
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
の れ ん
リ ー ス 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

15,506,712
2,572,905
5,311,149
7,152,779

44,615
426,063

△799
17,064,752
14,890,244

3,838,946
931,931
723,939

9,243,008
117,279
35,137
284,910
225,577
32,737
26,595

1,889,598
770,584
484,027
645,151

△10,165

流 動 負 債 9,076,830
工 事 未 払 金 2,190,344
短 期 借 入 金 2,130,000
１年内返済予定長期借入金 1,195,260
リ ー ス 債 務 70,438
未 払 法 人 税 等 217,250
未 成 工 事 受 入 金 1,943,761
賞 与 引 当 金 176,595
役 員 賞 与 引 当 金 16,200
完 成 工 事 補 償 引 当 金 18,396
工 事 損 失 引 当 金 11,996
預 り 金 253,453
資 産 除 去 債 務 34,000
そ の 他 819,135
固 定 負 債 5,606,879

社 債 300,000
長 期 借 入 金 3,482,609
リ ー ス 債 務 76,385
退 職 給 付 に 係 る 負 債 885,235
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 209,340
資 産 除 去 債 務 291,677
そ の 他 361,632
負 債 合 計 14,683,710

純 資 産 の 部
株 主 資 本 15,578,146
資 本 金 764,815
資 本 剰 余 金 705,825
利 益 剰 余 金 14,218,945
自 己 株 式 △111,439

その他の包括利益累計額 161,743
その他有価証券評価差額金 187,811
退職給付に係る調整累計額 △26,068
非 支 配 株 主 持 分 2,147,864
純 資 産 合 計 17,887,754

資 産 合 計 32,571,464 負 債 純 資 産 合 計 32,571,464

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

( 2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 27,292,198
売 上 原 価 21,111,730
売 上 総 利 益 6,180,467

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,045,888
営 業 利 益 1,134,578

営 業 外 収 益
受 取 利 息 7,899
受 取 配 当 金 14,382
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 7,954
そ の 他 29,884 60,121

営 業 外 費 用
支 払 利 息 38,132
そ の 他 1,534 39,667
経 常 利 益 1,155,032

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0 0

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 149 149
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,154,884
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 439,019
法 人 税 等 調 整 額 △32,632 406,386
当 期 純 利 益 748,498
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 90,266
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 658,231

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 764,815 705,825 13,833,967 △110,990 15,193,617

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △273,253 △273,253
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 658,231 658,231

自 己 株 式 の 取 得 △448 △448
株主資本以外の項目の当
連結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 － － 384,977 △448 384,529

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 764,815 705,825 14,218,945 △111,439 15,578,146

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 135,412 2,325 137,737 2,066,263 17,397,618

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △273,253
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 658,231

自 己 株 式 の 取 得 △448
株主資本以外の項目の当
連結会計年度変動額(純額) 52,399 △28,393 24,005 81,600 105,606

当連結会計年度変動額合計 52,399 △28,393 24,005 81,600 490,135

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 187,811 △26,068 161,743 2,147,864 17,887,754

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連　結　注　記　表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の状況
・連結子会社の数 ４社
・連結子会社の名称 セキスイハイム山陽株式会社

株式会社リブライフ
三樹エンジニアリング株式会社
株式会社ヒョウ工務店

上記のうち、株式会社ヒョウ工務店については、当連結会計年度において新たに株式を取得したた
め、連結の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称 株式会社エスデイ設計室

非連結子会社でありました株式会社ライフデザイン研究所は、2024年12月20日を効力発生日とし
て、当社の非連結子会社である株式会社エスデイ設計室を存続会社とする吸収合併を行いました。
・連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の
範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用の関連会社数 １社
・持分法適用会社の名称 ハイデッキ株式会社
・持分法適用手続に関する特記事項

持分法適用会社の決算日は３月31日であります。連結計算書類の作成にあたって、９月30日現在で
実施した仮決算に基づく計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決
算上必要な調整を行っております。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称 株式会社エスデイ設計室
・持分法の範囲から除いた理由

非連結子会社は、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持
分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた
め持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、セキスイハイム山陽株式会社、株式会社リブライフ及び株式会社ヒョウ工務店の決

算日は３月31日、三樹エンジニアリング株式会社の決算日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたって、３月31日決算日の連結子会社については、連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく計算書類を使用しております。
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連結注記表

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
ロ．棚卸資産

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）を採用しております。

商品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

未成工事支出金 個別法による原価法を採用しております。
材料貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物・構築物　　　　５年～50年
機械・運搬具　　　　５年～17年
工具器具・備品　　　３年～20年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）による定額法に基づいております。

ハ．リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

(3) 引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額
を計上しております。

ハ．役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき
計上しております。

ニ．完成工事補償引当金 完成工事について無償で行う補修費用に備えるため、過去の一定期間
における実績を基礎に将来の補償見込を加味して計上しております。
また、特定物件については工事費の発生見込額を計上しております。

ホ．工事損失引当金 当連結会計年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、
かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、当該
損失見込額を計上しております。
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連結注記表

ヘ．役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末
要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末ま
での期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっておりま
す。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（７年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま
す。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職
給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた
簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準

工事契約については、少額又は期間がごく短い工事を除き、履行義務
を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しており、履行
義務の充足に係る進捗度の見積りは原価比例法によっております。
なお、契約の初期段階を除き、履行義務の充足に係る進捗度を合理的
に見積もることができないものの、発生費用の回収が見込まれる場合
は、原価回収基準により収益を認識しており、少額又は期間がごく短
い工事については、工事完了時に収益を認識しております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っておりま
す。

(7) その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．消費税等の会計処理 控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理しておりま

す。
ロ．建設業のジョイントベンチャー（共同企業体）に係る会計処理

主として構成員の出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認
識する会計処理によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
連結損益計算書

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は金額的重要性が乏
しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。
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連結注記表

完成工事高 8,242,367千円

工事損失引当金 11,996千円

繰延税金資産（純額） 484,027千円

（重要な会計上の見積りに関する注記）
１．一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識

(1) 連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
工事契約については、少額又は期間がごく短い工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間

にわたり収益を認識しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは原価比例法によっております。計
上にあたっては、工事収益総額及び工事原価総額を合理的に見積もる必要があります。

工事収益総額は、当事者間で合意された工事契約等に基づいております。工事原価総額は、過去の工事
の施工実績を基礎として、個々の案件に特有の状況を織り込んだ実行予算を使用しており、工事着手後の
状況の変化による作業内容の変更等を都度反映しておりますが、外注価格及び資機材価格の高騰、手直し
等による施工中の追加原価の発生など想定外の事象により工事原価総額が増加した場合は、将来の業績に
影響を及ぼす可能性があります。

２．工事損失引当金
(1) 連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事につい

て、将来の損失に備えるため、その損失見込み額を計上しております。損失見込み額の算定に際しては現
在入手可能な情報に基づいた施工条件によって工事原価総額を適時かつ適切に見積っておりますが、将来
の損益は見積り金額と異なる場合があります。

３．繰延税金資産の回収可能性
(1) 連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより繰延税

金資産の回収可能性を判断し、来期の課税所得の見積額に基づいて繰延税金資産を算定しております。
このうち、将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、来期の事業計画を基礎として見積っており、当

該事業計画に含まれる将来の売上高の予測は不確実性を伴うため、その見積りの前提となる条件や仮定に
変更が生じた場合には、翌連結会計年度において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があ
ります。
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(1) 担保に供している資産 建 物 ・ 構 築 物 1,516,612千円
土 地 2,194,239千円

計 3,710,851千円
(2) 担保付債務 短 期 借 入 金 50,000千円

１年内返済予定長期借入金 139,094千円
長 期 借 入 金 1,316,114千円

計 1,505,208千円
２. 有形固定資産の減価償却累計額 6,618,866千円

ユニット住宅購入者が利用する住宅ローン 1,339,760千円

㈱エスデイ設計室 23,000千円

受取手形 11,180千円

当座貸越契約極度額 13,050,000千円
借入実行残高 2,130,000千円
差引額 10,920,000千円

△4,281千円

（連結貸借対照表に関する注記）
１. 担保資産及び担保付債務

３. 保証債務
下記の債務に対して、保証を行っております。

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、保証を行っております。

４. 連結会計年度末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満
期日に決済が行われたものとして処理しております。
当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

５. 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約を締結
しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

（連結損益計算書に関する注記）
　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損（洗替法による戻入額相
殺後の額）が売上原価に含まれております。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 1,153,263株 －株 －株 1,153,263株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 60,212株 90株 －株 60,302株

・配当金の総額 163,957千円
・１株当たり配当金額 150円
・基準日 2023年12月31日
・効力発生日 2024年 3 月26日

・配当金の総額 109,296千円
・１株当たり配当金額 100円
・基準日 2024年 6 月30日
・効力発生日 2024年 8 月29日

・配当金の総額 109,296千円
・配当金の原資 利益剰余金
・１株当たり配当金額 100円
・基準日 2024年12月31日
・効力発生日 2025年 3 月26日

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の総数に関する事項

２．自己株式の数に関する事項

（注）自己株式の数の増加90株は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。
３．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等
イ．2024年３月25日開催の第62期定時株主総会決議による配当に関する事項

ロ．2024年７月29日開催の取締役会決議による配当に関する事項

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2025年３月25日開催予定の第63期定時株主総会決議による配当に関する事項
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、経営計画に照らして必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。短

期的な運転資金については、銀行借入により調達しております。なお、デリバティブ取引は行っておりま
せん。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒

されております。
借入金及び社債は、営業取引に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、与信管理規程に従い、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに
期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
ます。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先

企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2024年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額270,756千円）は、投資有価証券には含めて
おりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形・完成工事未収入金等、工事未払金、未払
法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
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区分 連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 投資有価証券 499,828 499,828 －
資産計 499,828 499,828 －

(1) 短期借入金 2,130,000 2,130,000 －
(2) 社債（１年内償還予定の社債含む） 300,000 300,000 －
(3) 長期借入金 4,677,869 4,673,409 △4,459

（１年内返済予定長期借入金含む）
(4) リース債務 146,823 145,017 △1,805

（１年内返済予定リース債務含む）
負債計 7,254,692 7,248,427 △6,264

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 499,828 － － 499,828

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

短期借入金 － 2,130,000 － 2,130,000

社債（１年内償還予定の社債含む） － 300,000 － 300,000
長期借入金
（１年内返済予定長期借入金含む） － 4,673,409 － 4,673,409
リース債務
（１年内返済予定リース債務含む） － 145,017 － 145,017

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
投資有価証券は全て上場株式及び投資信託であり相場価格を用いて評価しております。上場株式及び投

資信託は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
短期借入金

短期借入金は、市場金利を反映した時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
り、レベル２の時価に分類しております。

社債（１年内償還予定の社債含む）、長期借入金（１年内返済予定長期借入金含む）、リース債務（１年内
返済予定リース債務含む）

社債及び変動金利による長期借入金につきましては、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状
態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿
価額によっており、レベル２の時価に分類しております。

固定金利による長期借入金及びリース債務につきましては、元利金の合計額を同様の新規借入又はリー
ス取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類
しております。
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連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

賃貸等不動産 5,993,345千円 △51,395千円 5,941,949千円 6,836,167千円

賃貸収益 賃貸費用 差額 その他(売却損益等)

賃貸等不動産 687,485千円 178,362千円 509,122千円 －千円

（賃貸等不動産に関する注記）
当社及び一部の連結子会社では、兵庫県その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフ

ィスビルや賃貸住宅を所有しております。
これら賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであり

ます。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

２. 賃貸等不動産の当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は賃貸用施設の改修（1,120千円）、主な
減少額は減価償却費によるものであります。

３. 当連結会計年度末の時価は、以下によっております。
主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物件

については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標等を用いて調整した金
額によっております。

また、賃貸等不動産に関する2024年12月期における損益は、次のとおりであります。
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（単位：千円）

報告セグメント その他
（注） 合計

建設 住宅 計

売上高
一時点で移転される財又
はサービス 5,790,132 10,386,724 16,176,856 243,471 16,420,328

一定の期間にわたり移転
される財又はサービス 7,894,745 347,622 8,242,367 － 8,242,367

顧客との契約から生じる
収益 13,684,878 10,734,346 24,419,224 243,471 24,662,696

その他の収益 1,608,277 1,021,224 2,629,501 － 2,629,501

外部顧客への売上高 15,293,155 11,755,570 27,048,726 243,471 27,292,198

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は次のとおりであります。

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食事業であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
（１）履行義務に関する情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類の作成のための基本と
なる重要な事項に関する注記等「４．会計方針に関する事項（５）重要な収益及び費用の計上基準」に
記載のとおりであります。

（２）重要な支払条件に関する情報
約束された対価は履行義務の充足時点から通常短期のうちに支払いを受けており、対価の金額に重要な
金融要素は含まれておりません。
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（単位：千円）
当連結会計年度

期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権 838,067 1,796,813
契約資産 4,162,900 3,514,336
契約負債 1,642,976 1,943,761

１．１株当たり純資産額 14,401円15銭
２．１株当たり当期純利益 602円24銭

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

（１）顧客との契約から生じた債権、契約資産及び負債の残高

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,492,386千円で
あります。
（２）残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいて、長期にわたり収益が認識される契約を有するセグメントは、建設事業であり、
取引価格については、概ね２年以内に履行される見込みであります。また、顧客との契約から生じる対
価の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（2024年12月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 預 金
受 取 手 形
完 成 工 事 未 収 入 金
販 売 用 不 動 産
商 品
未 成 工 事 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 消 費 税
そ の 他
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 輌 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

10,053,141
1,555,583

97,942
4,541,268
3,288,470

1,981
212,217
81,742
63,391
78,363
24,868

107,312
11,303,571
9,208,249
2,752,577

73,005
931,804

0
682,339

4,753,168
15,353
51,385
9,656

32,737
8,991

2,043,936
477,519

1,108,791
147,541
320,250
△10,165　

流 動 負 債 5,504,779
工 事 未 払 金 1,596,026
短 期 借 入 金 1,930,000
１年内返済予定長期借入金 870,000
リ ー ス 債 務 29,322
未 払 金 135,923
未 払 費 用 48,668
未 払 法 人 税 等 157,116
未 成 工 事 受 入 金 98,161
預 り 金 143,322
賞 与 引 当 金 80,903
役 員 賞 与 引 当 金 15,000
完 成 工 事 補 償 引 当 金 3,700
そ の 他 396,634
固 定 負 債 3,400,877
長 期 借 入 金 2,570,000
リ ー ス 債 務 19,812
退 職 給 付 引 当 金 229,481
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 109,116
資 産 除 去 債 務 274,141
そ の 他 198,325
負 債 合 計 8,905,657

純 資 産 の 部
株 主 資 本 12,272,163
資 本 金 764,815
資 本 剰 余 金 705,825
資 本 準 備 金 705,825
利 益 剰 余 金 10,912,962
利 益 準 備 金 17,368
そ の 他 利 益 剰 余 金 10,895,594
別 途 積 立 金 5,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金 5,895,594

自 己 株 式 △111,439
評 価 ・ 換 算 差 額 等 178,891
その他有価証券評価差額金 178,891
純 資 産 合 計 12,451,055

資 産 合 計 21,356,712 負 債 純 資 産 合 計 21,356,712

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

( 2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 12,348,939
不 動 産 事 業 等 売 上 高 2,133,813 14,482,752

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 10,197,396
不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 1,638,051 11,835,447
売 上 総 利 益 2,647,304

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,845,715
営 業 利 益 801,589

営 業 外 収 益
受 取 利 息 173
受 取 配 当 金 28,865
そ の 他 20,269 49,308

営 業 外 費 用
支 払 利 息 28,128
そ の 他 1,190 29,318
経 常 利 益 821,579

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0 0

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 38 38

税 引 前 当 期 純 利 益 821,541
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 279,006
法 人 税 等 調 整 額 △10,972 268,033
当 期 純 利 益 553,507

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合　　　計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰  余  金

当 期 首 残 高 764,815 705,825 705,825 17,368 5,000,000 5,615,340 10,632,709 △110,990 11,992,358

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △273,253 △273,253 △273,253

当 期 純 利 益 553,507 553,507 553,507

自 己 株 式 の 取 得 △448 △448
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 280,253 280,253 △448 279,804

当 期 末 残 高 764,815 705,825 705,825 17,368 5,000,000 5,895,594 10,912,962 △111,439 12,272,163

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 128,930 128,930 12,121,288

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △273,253

当 期 純 利 益 553,507

自 己 株 式 の 取 得 △448
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 49,961 49,961 49,961

当 期 変 動 額 合 計 49,961 49,961 329,766

当 期 末 残 高 178,891 178,891 12,451,055

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 40 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2025/02/19 16:51:56 / 24165908_美樹工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

個別注記表

個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
①市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）を採用しております。

②市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
２．棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）を採用しております。
(2) 商品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
(3) 未成工事支出金 個別法による原価法を採用しております。
(4) 材料貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
３．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物　　　　　　　　　５年～50年
機械及び装置　　　　　５年～17年
工具、器具及び備品　　３年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）による定額法に基づいております。

(3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。
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個別注記表

４．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計
上しております。

(3) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき
計上しております。

(4) 完成工事補償引当金 完成工事について無償で行う補修費用に備えるため、過去の一定期間
における実績を基礎に将来の補償見込を加味して計上しております。
また、特定物件については工事費の発生見込額を計上しております。

(5) 工事損失引当金 当事業年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、か
つ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、当該損
失見込額を計上しております。

(6) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの
期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（７年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(7) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末要支
給額を計上しております。

５．収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準

工事契約については、少額又は期間がごく短い工事を除き、履行義務
を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しており、履行
義務の充足に係る進捗度の見積りは原価比例法によっております。
なお、契約の初期段階を除き、履行義務の充足に係る進捗度を合理的
に見積もることができないものの、発生費用の回収が見込まれる場合
は、原価回収基準により収益を認識しており、少額又は期間がごく短
い工事については、工事完了時に収益を認識しております。
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個別注記表

完成工事高 7,474,386千円

工事損失引当金 －千円

繰延税金資産（純額） 147,541千円

６．その他計算書類作成のための基本となる事項
(1) 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計

算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理 控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(3) 建設業のジョイントベンチャー（共同企業体）に係る会計処理

主として構成員の出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認
識する会計処理によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
損益計算書
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は金額的重要性が乏しくな

ったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
１．一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類「連結注記表（重要な会計上の見積りに関する注記）１．一定の期間にわたり履行義務を

充足する工事契約に関する収益認識　(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情
報」に記載した内容と同一であります。

２．工事損失引当金
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類「連結注記表（重要な会計上の見積りに関する注記）２．工事損失引当金　(2）識別した

項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
３．繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類「連結注記表（重要な会計上の見積りに関する注記）３．繰延税金資産の回収可能性　

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
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個別注記表

(1) 担保に供している資産 建 物 1,447,291千円
構 築 物 19,692千円
土 地 580,174千円

計 2,047,158千円
(2) 担保付債務 １年内返済予定長期借入金 120,000千円

長 期 借 入 金 630,000千円
計 750,000千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 4,957,340千円
３．関係会社に対する金銭債権債務 短 期 金 銭 債 権 7,917千円

短 期 金 銭 債 務 361千円

当座貸越契約極度額 9,100,000千円
借入実行残高 1,930,000千円
差引額 7,170,000千円

関係会社との取引高 営業取引による取引高
売上高 255,319千円
仕入高 7,081千円
販売費及び一般管理費 136千円

営業取引以外の取引高 15,290千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 60,212株 90株 －株 60,302株

（貸借対照表に関する注記）
１．担保資産及び担保付債務

４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

（損益計算書に関する注記）

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の数に関する事項

（注）自己株式の数の増加90株は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。
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個別注記表

繰延税金資産
賞与引当金 24,740千円
棚卸資産評価減 1,014千円
未払事業税 10,531千円
完成工事補償引当金 1,131千円
未払事業所税 3,017千円
貸倒引当金 3,108千円
役員退職慰労引当金 33,367千円
退職給付引当金 70,175千円
固定資産評価損 265,755千円
ゴルフ会員権評価損 825千円
資産除去債務 83,832千円
その他 16,366千円

小計 513,867千円
評価性引当額 △273,766千円

合計 240,101千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △13,756千円
その他有価証券評価差額金 △78,803千円

合計 △92,559千円
繰延税金資産の純額 147,541千円

法定実効税率 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.6％
役員賞与損金不算入額 0.7%
住民税均等割等 0.9％
評価性引当額 0.0％
その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.6％

（税効果会計に関する注記）
１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
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１．１株当たり純資産額 11,392円04銭
２．１株当たり当期純利益 506円42銭

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（収益認識に関する注

記）」に記載した内容と同一であります。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 稲 積 博 則
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 西 田 直 樹

独立監査人の監査報告書
2025年２月21日

美樹工業株式会社
取締役会　御中

仰星監査法人
　大阪事務所

　
監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、美樹工業株式会社の2024年１月1日から2024年

12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、美樹工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 稲 積 博 則
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 西 田 直 樹

独立監査人の監査報告書
2025年２月21日

美樹工業株式会社
取締役会　御中

仰星監査法人
　大阪事務所

　
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、美樹工業株式会社の2024年１月１日から

2024年12月31日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書
当監査役会は、2024年１月１日から2024年12月31日までの第63期事業年度における取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり
報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告書

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②　取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人　仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人　仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年２月26日

美 樹工 業 株式 会 社　 監 査役 会

常勤監査役 三 木 立 子 ㊞
監　査　役 和 泉 　 洋 ㊞
監　査　役 山 本 雅 春 ㊞

　
（注）監査役 和泉洋及び監査役 山本雅春は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役

であります。
以　上
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

当事業年度の期末配当につきましては、株主の皆様への安定配当の維持を基本としてお
り、将来の事業展開に備える内部留保を勘案して成果の配分を行うこととし、次のとおり
とさせていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金100円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、109,296,100円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年３月26日といたしたいと存じます。
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取締役選任議案

候補者
番　号 氏 名 現在の当社における

地 位 及 び 担 当 候補者属性

1 【再任】　
お か だ

岡　田  
しょういちろう

 尚一郎 代 表 取 締 役 社 長

2 【再任】　
や ま し た

山　下　
な お ひ こ

直　彦 常 務 取 締 役
建 設 事 業 本 部 長

3 【再任】　
せ が わ

瀬　川　
の り ひ ろ

典　弘 取 締 役
ガ ス 事 業 本 部 長

4 【再任】　
そ の だ

園　田　　  
まなぶ

 学 取 締 役 社　外　　独立役員

5 【再任】　
て ら も と

寺　本　
ま ゆ み

真裕美 取 締 役 社　外　　独立役員

6 【新任】　
い と う

伊　藤　
ふ み こ

史　子 社　外　　独立役員

第２号議案　取締役６名選任の件
取締役全員７名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名

（うち社外取締役３名）の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者の選定にあたっては、社外取締役がメンバーの過半数を占める指名・報酬

諮問委員会の答申を得ております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

氏 名 建築 土木 設備 不動産
開発

新規
事業 営業 財務

会計
法務
ｺﾝﾌﾟﾗ
ｲｱﾝｽ

企業
経営

お か だ

岡　田  
しょういちろう

 尚一郎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

や ま し た

山　下　
な お ひ こ

直　彦 ○ ○ ○ ○ ○

せ が わ

瀬　川　
の り ひ ろ

典　弘 ○ ○ ○ ○

そ の だ

園　田　　  
まなぶ

 学 ○ ○ ○ ○

て ら も と

寺　本　
ま ゆ み

真裕美 ○ ○

い と う

伊　藤　
ふ み こ

史　子 〇

■取締役候補者のスキルマトリックスについて
　当社取締役会が果たしていくべき監督機能を継続的に向上させることを目的に、取締役が保
有するスキルをマトリックス化し、以下のとおり開示します。
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 当 社

の 株 式 の 数

1

お か だ

岡　田　
しょういちろう

尚 一 郎
(1956年10月25日生)

    1989年    7 月 当社入社
    1998年    7 月 建築土木営業部長
    2002年    1 月 執行役員
    2004年    3 月 取締役
    2005年    3 月 常務取締役
    2006年    4 月 建設事業本部長
    2008年    5 月 代表取締役専務取締役
    2010年    3 月 代表取締役社長
    2014年    10月 株式会社リブライフ

建設事業部営業部長
    2015年    3 月 当社代表取締役社長（現任）
    2015年    4 月 セキスイハイム山陽株式会社

取締役（現任）

5,755株

【取締役候補者とした理由】
岡田尚一郎氏は、当社の代表取締役として事業を牽引してきた実績と経営全般にわたる豊富な見識
を持つことから、取締役として選任をお願いするものであります。

2

や ま し た

山　下　
な お ひ こ

直　彦
(1972年１月22日生)

    1994年    4 月 当社入社
    2009年    1 月 建設事業本部次長
    2016年    1 月 大阪営業所部長
    2017年    1 月 執行役員及び建設事業本部長（現任）
    2019年    3 月 取締役
    2023年    3 月 常務取締役（現任）
    2024年    1 月 株式会社エスデイ設計室取締役（現任）
    2024年    8 月 株式会社ヒョウ工務店取締役（現任）

700株

【取締役候補者とした理由】
山下直彦氏は、入社以来、主として建築工事部門を担当しており、当社の業務に精通していること
から、取締役として選任をお願いするものであります。
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

3

せ が わ

瀬　川　
の り ひ ろ

典　弘
(1974年11月18日生)

    2003年    3 月 当社入社
    2015年    3 月 道路事業部長
    2018年    1 月 土木事業部長
    2018年    7 月 執行役員及び導管事業本部長
    2020年    3 月 取締役（現任）
    2024年    1 月 ガス事業本部長（現任）
    2024年    5 月 株式会社リブライフ取締役（現任）

500株

【取締役候補者とした理由】
瀬川典弘氏は、入社以来、主として土木工事部門を担当しており、当社の業務に精通していること
から、取締役として選任をお願いするものであります。

4

そ の だ

園　田　　　
まなぶ

学
(1955年４月８日生)

    1980年    4 月 株式会社神戸製鋼所入社
    2000年    1 月 同社業務部担当部長

御崎プロジェクト室室長
    2009年    6 月 神鋼不動産株式会社　取締役
    2016年    6 月 同社常勤監査役
    2019年    9 月 サラヤ株式会社入社（現在に至る）
    2020年    3 月 当社取締役（現任）

－株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
園田学氏は、会社経営及び監査役に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得ら
れると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

5

て ら も と

寺　本　
ま ゆ み

真裕美
(1959年11月３日生)

    1983年    4 月 株式会社長谷川工務店（現株式会社長谷工
コーポレーション）入社

    2013年    4 月 株式会社長谷工ライフ　執行役員
    2016年    4 月 同社取締役及び常務執行役員
    2017年    10月 株式会社長谷工管理ホールディングス

執行役員
    2018年    4 月 同社常務執行役員
    2019年    7 月 寺本社会保険労務士事務所代表（現任）
    2020年    3 月 当社取締役（現任）

－株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
寺本真裕美氏は、会社経営及び不動産関連事業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切
な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

※
6

い と う

伊　藤　
ふ み こ

史　子
(1967年4月16日生)

    1992年    4 月 労働省（現 厚生労働省）入省
    2021年    4 月 兵庫県立男女共同参画センター

主任女性活躍推進専門員
    2024年    10月 中西金属工業株式会社入社

（現在に至る）

－株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
伊藤史子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は厚生労働省職員として各地の様々な業種や規
模の企業から得たダイバーシティ・働き方改革の取組みを多数把握し、労働法等の知見も有してお
られます。このような豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社
外取締役として選任をお願いするものであります。
同氏は会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適
切に遂行することができるものと判断しております。

（注）１. ※印は、新任の取締役候補者であります。
２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３. 園田学氏、寺本真裕美氏及び伊藤史子氏は、社外取締役候補者であります。

当社は、園田学氏及び寺本真裕美氏を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じ
るおそれのない独立役員として同取引所に届け出ており、両氏が取締役に再任され就任した場合は、
両氏は引き続き独立役員となる予定であります。
また、伊藤史子氏は独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、同氏を独立役
員として届け出る予定であります。

４. 園田学氏及び寺本真裕美氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、５年であり
ます。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含む。）等に起
因して、被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金及び和解金）を当該保険契約により塡補するこ
ととしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回
更新時には同内容での更新を予定しております。
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ご参考

【ご参考】
　当社は、取締役会の更なる実効性の確保及び機能向上を目的として、2024年度の、取締役会
の実効性に関する分析・評価を行い、その結果について、取締役会に報告の上、十分な議論を行
いました。

Ⅰ．評価の枠組み・手法
１．対象者

全ての取締役（７名）及び監査役（３名）　※2024年12月時点の現任
２．実施方法

アンケートを実施しました。（回答は匿名）
３．評価項目

（１）取締役会の構成と運営
（２）経営戦略と事業戦略
（３）企業倫理とリスク管理
（４）経営陣の評価・報酬
（５）株主等との対話

４．評価プロセス
アンケートの回答内容に基づき、取締役会において審議を実施しました。

Ⅱ．評価結果の概要
　取締役会として審議を行い、全体として概ね実効性のある取締役会の運営がされていること
が確認されておりますが、前年に引き続き役員トレーニングの充実を求める意見があることか
ら、eラーニングによる役員トレーニングの導入等も検討し、将来の取締役候補者も参加する
トレーニングを実施するよう努めます。
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監査役選任議案

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る 当 社

の 株 式 の 数

み き

三　木　
り つ こ

立　子
(1962年１月13日生)

1983年３月 有限会社フレンド商会取締役（現任）

22,121株
2004年４月 当社入社
2005年11月 執行役員及び管理本部長
2014年３月 取締役及び内部監査室長
2017年３月 監査役（現任）

第３号議案　監査役１名選任の件
監査役三木立子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役１

名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、

被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含む。）等に起
因して、被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金及び和解金）を当該保険契約により塡補するこ
ととしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更
新時には同内容での更新を予定しております。
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退職慰労金贈呈議案

氏 名 略 歴

う お さ わ

魚　澤　
せ い じ

誠　治
2014年３月　当社取締役

2019年３月　当社常務取締役（現任）

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます魚澤誠治氏に対し、在任中の

功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈す
ることといたしたく存じます。
なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。
本議案は、当社においてあらかじめ取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容に係

る決定方針及び社内規程に沿って取締役会で決定しており、相当であると判断しております。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は事業報告に記載のとおりであります。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

以　上
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地図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図

会場：兵庫県姫路市南駅前町100番
ホテル日航姫路　３階　光琳の間
TEL 079－222－2231

交通：ＪＲ姫路駅南口より徒歩約１分
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